
（宮崎市郡歯科医師会） 

アルバイト求人票 

歯科医院名 二宮デンタルクリニック （市中央地区） 

業務内容 
【雇入れ直後】歯科助手 

【変更の範囲】雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

契約期間 

☑期間の定めなし 

□期間の定めあり：雇用契約期間（          ） 

 契約の更新  □無 

        □有：更新する場合の基準〔        〕 

試用期間 
☑有：期間６か月[試用期間中の労働条件の変更有・無] 

□無 

就業場所 

【雇入れ直後】 

宮崎市高松町 5-15-2Ｆ 

【変更の範囲】 なし 

電 話 0985-22-2776 

ホームページ https://www.ninomiya-dental.jp/ 

勤務日 

時間 

☑月  ☑火  □水  ☑木  ☑金  ☑土  □日  □祝 

平 日：放課後～19：00 

土曜日： 9：00～17：00 （休憩時間）12：00～13：30 

※勤務日、勤務時間（土曜日）の相談可 

休診日 日曜日、祝日、水曜午後 

時間外労働 □有 （月平均  時間）  ☑無 

時 給 １,１００円 ※昇給なし 

通勤手当 

☑有                    □無 

勤務予定日の 2/3 以上出勤（月顎：5,000 円） 

2/3 以下出勤（月額：3,000 円）、1/3 以下（なし） 

加入保険 □健康保険   □厚生年金保険  ☑労災保険  □雇用保険 

雇用形態 アルバイト 採用予定１名 

就業場所に 

おける受動 

喫煙防止措置 

☑敷地内禁煙（喫煙場所 有・無） 

特記事項 

☑この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人 

不受理の対象に該当いたしません。 

☑暴力団員など（※）による求人でない。 

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員が 

その事業活動を支配する者 

☑事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖は行っておりません。 

https://www.ninomiya-dental.jp/


（宮崎市郡歯科医師会） 

 アルバイト求人票 

歯科医院名 杉尾歯科医院 （市中央地区） 

業務内容 
【雇入れ直後】歯科助手 

【変更の範囲】雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

契約期間 

☑期間の定めなし 

□期間の定めあり：雇用契約期間（          ） 

 契約の更新  □無 

        □有：更新する場合の基準〔        〕 

試用期間 

 

☑有：期間６か月[試用期間中の労働条件の変更有・無] 

□無 

就業場所 

【雇入れ直後】 

宮崎市江平中町３ー１３ 

【変更の範囲】 なし 

電 話 0985-22-5941 

ホームページ https://www.sesshokushienn.com/kaiin/8583.html  

勤務日 

時間 

☑月  ☑火  ☑水  □木  ☑金  ☑土  □日  □祝 

平 日：放課後～17：30 

土曜日： 8：30～13：00  

※土曜日だけ勤務可 

休診日 木曜日、日曜日、祝日 

時間外労働 □有 （月平均  時間）  ☑無 

時 給 １,１００円 ※昇給なし 

通勤手当 □有（   円～    円）  ☑無 

加入保険 □健康保険   □厚生年金保険  ☑労災保険  □雇用保険 

雇用形態 アルバイト 採用予定１名 

就業場所に 

おける受動 

喫煙防止措置 

☑敷地内禁煙（喫煙場所 有・無） 

特記事項 

☑この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人 

不受理の対象に該当いたしません。 

 

☑暴力団員など（※）による求人でない。 

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員が 

その事業活動を支配する者 

 

☑事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖は行っておりません。 

https://www.sesshokushienn.com/kaiin/8583.html


（宮崎市郡歯科医師会） 

アルバイト求人票 

 

歯科医院名 宮崎南ヒルサイド歯科クリニック （市南部地区） 

業務内容 
【雇入れ直後】歯科助手 

【変更の範囲】雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

契約期間 

☑期間の定めなし 

□期間の定めあり：雇用契約期間（          ） 

 契約の更新  □無 

        □有：更新する場合の基準〔        〕 

試用期間 

 

☑有：期間６か月[試用期間中の労働条件の変更有・無] 

□無 

就業場所 

【雇入れ直後】 

宮崎市月見ヶ丘 2−42-3 

【変更の範囲】 なし 

電 話 0985-54-0474 

ホームページ https://mm-hillside-dental.jp/  

勤務日 

時間 

☑月  ☑火  ☐水  ☑木  ☑金  ☑土  □日  □祝 

平 日：放課後～18：30 

土曜日：8：30～12：30    

休診日 水曜午後、日曜日、祝日 

時間外労働 □有 （月平均  時間）  ☑無 

時 給 １,０５０円 ※昇給なし 

通勤手当 ☑有（※距離により支給）  □無 

加入保険 □健康保険   □厚生年金保険  ☑労災保険  □雇用保険 

雇用形態 アルバイト 採用予定１名 

就業場所に 

おける受動 

喫煙防止措置 

☑敷地内禁煙（喫煙場所 有・無） 

特記事項 

☑この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人 
不受理の対象に該当いたしません。 

 
☑暴力団員など（※）による求人でない。 

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員が 
その事業活動を支配する者 

 
☑事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖は行っておりません。 

https://mm-hillside-dental.jp/


（宮崎市郡歯科医師会） 

アルバイト求人票 

 

歯科医院名 山崎歯科クリニック （市南部地区） 

業務内容 
【雇入れ直後】歯科助手 

【変更の範囲】雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

契約期間 

☑期間の定めなし 

□期間の定めあり：雇用契約期間（          ） 

 契約の更新  □無 

        □有：更新する場合の基準〔        〕 

試用期間 

 

☑有：期間６か月[試用期間中の労働条件の変更有・無] 

□無 

就業場所 

【雇入れ直後】 

宮崎市熊野４８１−１ 

【変更の範囲】 なし 

電 話 0985-58-8020 

ホームページ https://www.yamasakidc.jp/  

勤務日 

時間 

☑月  ☑火  □水  ☑木  ☑金  □土  □日  □祝 

平 日：放課後～18：00    

 ※勤務日・時間に関しては相談可 

休診日 水曜午後、日曜日、祝日 

時間外労働 □有 （月平均  時間）  ☑無 

時 給 １,１００円 ※昇給なし 

通勤手当 □有（   円～   円）  ☑無 

加入保険 □健康保険   □厚生年金保険  ☑労災保険  □雇用保険 

雇用形態 アルバイト 採用予定１名 

就業場所に 

おける受動 

喫煙防止措置 

☑敷地内禁煙（喫煙場所 有・無） 

特記事項 

☑この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人 
不受理の対象に該当いたしません。 

 
☑暴力団員など（※）による求人でない。 

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員が 
その事業活動を支配する者 

 
☑事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖は行っておりません。 

https://www.yamasakidc.jp/


（宮崎市郡歯科医師会） 

アルバイト求人票 

 

歯科医院名 医療法人美徳会 たけさき歯科医院 （市西部地区） 

業務内容 
【雇入れ直後】歯科助手 

【変更の範囲】雇入れ直後の従事すべき業務と同じ 

契約期間 

☑期間の定めなし 

□期間の定めあり：雇用契約期間（          ） 

 契約の更新  □無 

        □有：更新する場合の基準〔        〕 

試用期間 

 

☑有：期間６か月[試用期間中の労働条件の変更有・無] 

□無 

就業場所 

【雇入れ直後】 

宮崎市生目 4658-1 

【変更の範囲】 なし 

電 話 0985-47-1180 

ホームページ https://www.miyazaki-da.or.jp/search/?act=det:sika_291  

勤務日 

時間 

☑月  ☑火  ☑水  ☑木  ☑金  ☑土  □日  □祝 

平 日： 放課後～18：30 

土 曜： 9：00～15：30    

 ※勤務曜日、日数、時間も全て自由です。 

休診日 日曜日、祝日、不定期で水曜日 

時間外労働 □有 （月平均  時間）  ☑無 

時 給 １,０５０円 ※昇給なし 

通勤手当 ☑有（１５０/日額～ ）※距離により変動  □無 

加入保険 □健康保険   □厚生年金保険  ☑労災保険  □雇用保険 

雇用形態 アルバイト 採用予定１名 

就業場所に 

おける受動 

喫煙防止措置 

☑敷地内禁煙（喫煙場所 有・無） 

特記事項 

☑この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人 
不受理の対象に該当いたしません。 

 
☑暴力団員など（※）による求人でない。 

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員が 
その事業活動を支配する者 

 
☑事業所において、同盟罷業又は作業閉鎖は行っておりません。 

https://www.miyazaki-da.or.jp/search/?act=det:sika_291

